
第１章 総 則

第１条 本会は、高知大学看護学会と称する。
第２条 本会は、事務局を高知県南国市岡豊

町小蓮、高知大学医学部看護学科に置
く。

第２章 目的及び事業

第３条 本会は会員相互の親睦を図り、広く
看護学の研鑚、発展に尽くすと共に、
高知大学医学部看護学科を基盤とし
て、高知県における看護研究・看護教
育および看護実践の発展・革新に寄与
することを目的として活動する。

第４条 本会は、前条の目的達成のために、
次の事業を行う。

１）年次総会の開催
２）学会・会員集会等の開催
３）高知大学看護学会誌発行
４）その他、本会の目的達成に必要な事業

第３章 会 員

第５条 本会に次の会員を置く。
１）正会員：本会の目的に賛同し、正会員
費を収め、本会の事業に参加する研究者、
看護職者および保健・看護に携わる者と
する。
２）学生会員：本会の目的に賛同し、学生
会費を収め、本会の事業に参加する看護
学を学ぶ学生（学部学生・大学院生）と
する。
３）名誉会員：本会に対し功績のあったも
ので、役員会が推薦し、総会において承
認された者とする。

第６条 会員の役割
１）会員は会則第３条の趣旨にのっとり、
会長その他の要請に応じ本会の事業に協
力しなければならない。
２）会員は会則において定めた年会費を納
めなければならない。
３）会費等の納入方法については役員会で
決める。
４）会員は本会の事業に参加することがで
きる。

第４章 役 員

第７条 本会に会務執行のため、正会員から
選出される次の役員を置く。なお、当
面の間は役員になる正会員は高知大学
医学部看護学科の教員および高知大学
の卒業生・終了生とする。

会 長：１名 役員会において、役員の中
から選出し、総会の承認を得る。

副会長：３名 ２名は、正会員の中から選
出し、会長が委嘱する。１名は、次
期準備委員会委員長とする。

幹 事：若干名 正会員の中から会長が委
嘱する。

監 査：２名 正会員の中から総会により
選出する。

第８条 役員の任期は２年とする。但し、再
選は妨げない。

第９条 会長、監査は他の役員を兼任できな
い。

第５章 会 議

第12条 本会の会議は、総会・役員会とする。
第13条 会議は会長が召集する。
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第14条 会議の議事は、次のとおりとする。
１）総会は、正会員総数の10分の１以上の
出席をもって成立とする。但し、委任状
をもって出席とみなすことができる。
２）総会の議事は、出席会員の過半数によっ
て決せられる。
３）役員会の議事は、出席役員の過半数に
よって決せられる。
４）会議において採決が可否同数の場合
は、議長が決する。

第６章 役員及び会議の役割

第15条 会長は本会を代表し、会務を総括す
る。

第16条 副会長は、会長を補佐し、会長に支
障がある時はその職務を代行する。

第17条 総会は、年１回の定例総会と臨時総
会とする。

第18条 総会は、次の事項を審議する。
１）役員の選出
２）本会予算の決定
３）本会決算及び会務の報告
４）会則の改正
５）役員会で必要と認めた事項
第19条 臨時総会は、役員会で必要と認めた

場合、又は正会員の５分の１以上の要
請があった場合召集される。

第20条 役員会は、会長・副会長・幹事を
以って構成される。

第21条 役員会は、総会に次ぐ決議機関であ
る。総会の開催不可能な場合、役員会
がこれを代行する。

第22条 役員会は、次の事項を審議する。
１）資産管理に関する事項
２）予算及び決算に関する事項
３）会則の改正ならびに諸規定の制定及び
改廃に関する事項
４）その他、本会の運営に関する一切の事

項
第23条 監査は、本会の会計及び業務を監査

する。

第７章 委員会組織

第24条 学会長の総括のものと、役員会の下
部組織として、以下の委員会を設置す
る。

１）学会準備委員会
２）編集委員会
第25条 各委員会の長は、その年度の役員の

うち、副会長が担うものする。また、
各委員会の構成は、高知大学看護学会
内の会員を持って行う。

第26条 各委員会は、委員長のもと、以下の
取り組みを遂行する。

１）学会準備委員会
①当該年度の学会に関する企画に関する
事項
②当該年度の学会の運営に関する事項
③その他、役員会が必要と認めた事項

２）編集委員会
①当該年度の学術誌発行の発行に関する
事項
②投稿規定の見直しに関する事項
③高知大学機関リポジトリ登録に関する
事項
④その他、役員会が必要と認めた事項

第８章 会 計

第27条 本会の会計年度は、毎年11月１日に
始まり、翌年10月31日をもって終わる。

第28条 本会の経費は、次の収入をもってこ
れにあてる。

１）会費
正 会 員－年会費として5000円を原則

として当該年度の10月末ま
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でに納入する。
学生会員－在学期間中の会費として学

部生は2000円、編入生は
1000円、大学院生は2000円
とする。

名誉会員－名誉会員の会費は、不要と
する。

２）寄付金･利子･その他の収入
第29条 本会の資産は、財産目録の総額とし、

現金及び有価証券は事務局に保管す
る。その管理は、事務局とする。

第30条 本会の年度予算及び決算は監査員の
監査の上、役員会の議を経て、総会の
承認を得なければならない。

第31条 本会の事業に係わる役員の役務は、
原則として無報酬とする。

第９章 雑 則

第32条 本会の会則の改正及び会則実施に関
し、必要な事項は役員会の議決を経て、
総会の承認を得るものとする。

附則１
１ 本会則は平成18年11月25日より施行す
る。
２ 本会則は平成19年11月23日より施行す
る。
３ 本会則は平成22年11月20日より施行す
る。
４ 本会則は平成23年11月18日より施行す
る。
５ 本会則は平成24年11月23日より施行す
る。
６ 本会則は平成28年11月19日より施行す
る。
７ 本会則は平成29年11月18日より施行す
る。
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